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【請願の趣回″】

新型コロナウイルスの感染拡大による需要の減ヅで２０２０年産米の過大な流通在庫が発生しました。 しかし、

政府の打ちｍしか ３６万し の上乗せ 「減反」 をぽぼ達成したにもかかわ らず 、２０２ １年産米の市場価格は大暴

落しました。

コロナ禍の需要減ヅによる ［退京｜］在庫」 分け、国が責任をもって市場隔離すべきであ り、 その責任を生産

者・ 流通業者に押し付けること ほかされません。 政府による緊急買入など特別な隔離笥策が結筒に必要です。

政府は、 「市場隔離と同等の効果を特つ」筒策として、「米穀鶚年供給・需要拡大支援事業」 の２０年産米３７

万トンの 中から１５万 しを特別枠と して支援するとしています。しかし、仮に１ ５万 しの販売が２２年Ｈナ］以降に

先送りされたとしても、古古米として安い士女月末が市場に莖回ることになります。

一方、回心地で取り組まれている食料支援には、 収入減で 「１ 日１女」 に切り詰めるなど 、「食べたくても食

べられない」 方が多数訪れ、末をけじめ とする食料配布が歓遐されています。買い入れた米を政府の責任で

困窮する国民に提供することが 、今こそ求め られています。

コロナ禍とい う、 かつて経験したことのない危機的事態のなかで、 農業者の経営と地域経済を守るために

は、 従来の政策的枠組みにとらわれない対策が求められます。

緋、上の趣旨から、下記事項についての意見書を政府関係機関に提芭することを求めます。

【請願事項】

１． コロナ禍の需要憐ルによる過乗｜』在庫を政府が緊急に買入れ、米の需給環境を改善し、 米価下落

に歯止めをかけること。

２． 政府が買い上げた米をコロナ禍などによる生活困難者 ・学士などへの食料支援で恬用すること。

■ｉ０　３１ １， ２４
２３



コロナ禍による米価下落の対策を求める意見書（案）

新型コロナウイルスの感染豈人による需要の減少で２０２０年産米の莞人な流通在庫がを生しました。

しかし、 政府の打ち出した３６万しの上乗せ「減反」 をほぼ達成したにもかかわらず、２０２１年産米の市

塙価格は大暴落しました。

コロナ禍の需要滅夕による 「過乗り在庫」分け、 国が責任をもって市場隔離すべきであり 、その責任を

生鬼者・流途業者に押し付けることほかされません。 政府による緊饂、買入など特鬚な懾離万策が絶対

に必要です。

政府は、 「市場隔離と覬等の効果を持つ」対策として、「米穀周年供給・需要拡大支援事業」の２０年

産米 ３７ 万トンの 中から１５万しを特腸」枠として支援するとしています。 しかし、 仮に １５万し の販売が

２２ 年１ １　Ｊｊ 八降に先送りされたとしても、 ふふ 米として安い圭食万目米が市壙に芭回ることになります。

一万、全国各庖で取り組まれている食料支援には、収入滅で「１日 １食」にリＪり詰めるなど、「食べた

くても食べられない」方が多数あれ、米をけじめとする食料髱布が歓迎されています。買い入れた米を

政府の責任で困窮する国民にを供することが、今こそ求められています。

コロナ禍という、 かつて経験したことのない危機的事態のなかで、 農業者の経営と地域経済を守るた

めには、 従来の政策的枠組みにとらわれない筒策が求められます。

上記の趨回から、 下記事項の実施を求めます。

１。 コロナ禍の需要減ヅによる過剰在庫を政府が緊急に買入れ、米の需給環境を改善し、 米価下

落に歯止めをかけること。

２． 政府が買い上げた米をコロナ禍などによる生俎困難者・学胞などへの食料支援で恬鴇すること。

八上、巡方自治法第９ ９条の規定により 意見書を七します。
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閉会中の継続調査申出書（案）  

 

 

 本委員会は，所管事務のうち次の事件について，閉会中の継続調査を要するものと決定したの

で，会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 件 名 

（１）経済環境行政について 

（２）建設行政について 

（３）都市整備行政について 

（４）水道行政について 


